
（森林経営計画作成促進、森林境界の明確化、森林所有者の探索、森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備）

【手続の流れ】

　　　①　協定の締結（交付対象者↔市町村）

 　　②　地域活動（対象行為）の実施（交付対象者）

   ③　市町村に実施状況（結果）を報告（交付対象者→市町村）

 
   ④　実施状況（結果）の確認（市町村）

 　　⑤　交付金の交付（市町村→交付対象者）

【制度のしくみ】

森林整備地域活動支援交付金の手続の流れ・制度のしくみ

交付金の交付

交付金の申請

【交付金交付】

国と道の負担額

を合わせて、

市町村に交付

道（振興

【交付金交付】

国、道、市町村の

負担額を合わせて、

森林所有者等及び

林業事業体等に交

付

市町

協定締結

①森林経営計画作成促進

・経営委託

・共同計画等

・間伐促進

（②、④の活動と併せた実施が可能）

②森林境界の明確化

（④の活動と併せた実施が可能）

・森林境界の測量

・森林境界案の作成

③森林所有者の探索

④森林経営計画作成・森林境界の明確

化に向けた条件整備

ア 森林経営計画作成促進の対象と

なっている森林

イ 森林境界の明確化の対象となって

いる森林

※詳細は別添の「メニュー別交付単価

及び交付上限額」参照

交付対象者

道

市町村

交付対象者

交付金交付

実施状況（結果）報告


